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○一部負担金に関する規定等  

＜国民健康保険法関係＞  

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）（抄）   

（療養の給付を受ける場合の一部負担金）  

第四十二条 第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者   

は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は   

第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金とし   

て、当該保険医療機関等に支払わなければならない。   

一 三歳に達する日の属する月の翌月以後であって七十歳に達する日の属する月以前であ  

る場合 十分の三   

二 三歳に達する日の属する月以前である場合 十分の二   

三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に掲げる場合を除く。）十分  

の－   

四 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受け  

る者の属する世帯に属する被保険者（七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場  

合に該当する者その他政令で定める者に限る。）について政令の定めるところにより算定し  

た所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三  

呈 保険医療機関等は、前項の一部負担金（第四十三条第一項の規定により一部負担金の割   

合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあっては、当該減ぜられた   

割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減鎖さ   

れた一部負担金とする。）の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同   

一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部  

負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づ  

き、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。  

第四十二条の二 前条第一項の規定によリー部負担金を支払う場合においては、同項の一部   

負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があ   

るときは、これを十円に切り上げるものとする。  

第四十三条 保険者は、鱒令の定めるところ（＊‖こより、条例又は規約で、第四十二条第一項   

に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。  

2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定   

める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第四十二条第一項の規定に   

かかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもって   

足りる。  

3 第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規  
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定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者   

は、当該被保険者が第四十二条第一項の規定により当該保険医療機関等に支払った一部   

負担金と第一項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に   

支給しなければならない。  

4 前条の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。  

＊ 国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）   

（一部負担金の割合）   

第二十八条 保険者は、一部負担金の割合を減ずることによって国民健康保険の財政の健   

全性をそこなうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることがで  

きる。  

第四十四条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前   

条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の   

措置を採ることができる。   

ニ ー部負担金を減額するこL   

圭 一部負担金の支払を免除すること。   

三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴  

収を猶予すること。  

2 前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわら   

ず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあっては、その減額された一部負担金を保険医   

療機関等に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあって   

は、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。  

3 第四十二条のこの規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。  

（保険医療機関等の診療報酬）  

第四十五条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医   

療機関等が療養の給付に閲し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要  

する費用の額から、当該療養の給付に閲し被保険者（第五十七条に規定する場合にあって  

は、世帯主又は組合員）が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金   

に相当する額を控除した額とする。  

2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第七十六条第二項の   

規定による厚生労働大臣の定めの例による。  

3 保険者は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機   

関等において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、   

前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。  

生 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第四十   

条に規定する準則並びに第二項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査し   

た上、支払うものとする。  

5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする  
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国民健康保険団体連合会（加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の   

二に達しないものを除く。）又は社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十   

九号）による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。  

6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第七十六条第五項の規定による   

委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報   

酬請求書の審査に係るものを、民法第三十四条の規定により設立された法人であって、審査   

に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正か   

つ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託   

することができる。  

7 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受け   

た者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせな   

ければならない。  

8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する責用の請求に関し   

て必要な事項は、厚生労働省令で定める。  
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国民健康保険法における一部負担金及び保険者徴収について   

経緯  

○昭和13年（旧国民健康保険法制定当初）  

制度創設以来一部負担金制度が設けられており、これは、診療の濫用を防止   

するとともに組合員の常時の負担である保険料の軽減を図ろうとする趣旨に基づ   

くものである。一部負担金の割合、徴収方法などは、組合の実情に即して定める   

ようにそれぞれの組合の方針に委ねられていた。   

※国民健康保険法（昭和十三年法律第六十条）   

第二十条 組合ハ療養ノ給付二要スル費用ノー部ヲ其ノ給付ヲ受クル者（給付ヲ受クル者組合員   

二非ザル場合二於テハ其ノ属スル世帯ノ組合員）ヨリ徴収スルコトヲ得  

第二十四条 保険給付ノ種類範囲支給期聞及支給額、保険料ノ嶺徴収方法乃減免其ノ他保険給   

付乃保険料二関シ必要ナル事項ハ規約ヲ以テ之ヲ定ムルベシ   

○昭和23年  

昭和23年に市町村公営の原則がとられた。窓口払の方法は組合の場合なら   

ば認められるものの、市町村については、保険者が一部負担金を徴収すること   

が義務づけられていた。しかし、終戦後次第に受診率が上がり、療養給付費が増   

高する一方、一部負担金の徴収率は次第に低下した。保険者によっては、医療   

機関と交渉し、一部負担金を窓口徴収とするものが、全国保険者の約半数に及   

んだ。   

※第三次改正法（昭和二十三年法律第七十号）  

・第二十条を削除し、第八条ノ八を新たに規定   

第二条 国民健康保険ハ市町村（特別区ヲ含ム以下同ジ）之ヲ行り   

第八条ノ八 鎧塵量ハ療養ノ給付二要スル費用ノー部ヲ其ノ給付ヲ受クル者（給付ヲ受クル者皇   

帝主タル被保険者二非ザル場合二於テハ其ノ属スル世帯ノ世帯主タル被保険者）ヨリ徴収スル  

コトヲ得   

（略）  

○昭和26年  

保険者は、その大部分が市町村であって、市町村の徴収金を、法的根拠なくし   

て、療養取扱機関の窓口払いとする扱いは、法的に問題であり、また、実際にト   
ラブルを起こすなど、一部負担金の窓口払制を法的に確立するよう関係者が要   

望していた。その結果、保険者は、療養の給付を受ける者をして、一部負担金を   
療養担当者に支払わせることができることとなった。（窓口払いと保険者徴収の   

併用。）  
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※第五次改正法（昭和二十六年法律第九十号）  

・第八条ノ八を繰り下げ   

第八条ノ九 保険者ハ療養ノ給付二要スル費用ノー部（以下卿ヲ其ノ給付ヲ受ク   

ル者（給付ヲ受クル者世帯主タル被保険者二非ザル場合二於テハ其ノ属スル世帯ノ世帯主タル   

被保険者）ヨリ徴収シ又ハ其ノ者ヲシテ療養担当者二支払ハシムルコトヲ得   

（略）  

○昭和33年  

それまでの窓口払と保険者徴収の二本立を廃して、療養の給付を受ける場合   

は、原則として療養取扱機関に支払わなければならないものとし、窓口払の原則   

が確立するにいたった。これは医療保険制度を整備し、従来の保険者との個々   

の契約による療養担当者制度を改め、都道府県知事によって申出を受理される   

ことによって当該都道府県内における医療担当者としての地位を取得する療養   

取扱機関制度を採用することにより、保険者が窓口払としているか保険者徴収と   

しているかが療養取扱機関側で判別できなくなるため、療養取扱機関の事務処   

理上の便宜を図る観点から、一部負担金の取扱の統一が要請されるに至り、そ   

れには健康保険法その他の社会保険各法で採用されており、かつ、合理的と考   

えられる窓口払の方式を採ることが妥当であるとの見解に達したのである。  

この場合被保険者が療養取扱機関に一部負担金を支払わない場合には、療   

養取扱機関は、善良なる管理者と同一の注意をもって、その支払の受領につと   

めることとし、なお支払がないような場合には、療養取扱機関の請求にもとづい   

て、保険者が被保険者から徴収し、それを療養取扱機関に交付して、地方公共   

団体の強制徴収権を媒介にして一部負担金の徴収を確保することとされた。   

※国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）  

・昭和十三年法律第六十号の全部改正   

（療養の給付を受ける場合の一部負担金）   

第四十二条 第三十六条第五項の規定により療養取扱機関について療養の給付を受ける者は、  

その給付を受ける際、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額  

の二分の一に相当する額を、一部負担金として、当該療養取扱機関に支払わなければならな  

い。   

2 療養取扱機関は、前項の一部負担金（次条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜら  

れたときは、同条第二項に規定する療養取扱機関にあっては、当該減ぜられた割合による一部  

負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置がとられたときは、当該減額された一部負担金と  

する。）の支払を受けるべきものとし、療養取扱機関が善良な管理者と同一の注意をもってその  

支払を受けることにつとめたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部  

を支払わないときは、保険者は、当該療養取扱機関の請求に基き、この法律の規定による徴収  

金の例によりこれを処分することができる。  
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国民健康保険法第42条の解釈（「詳解国民健康保険」より）  

一部負担金は、本来は保険者と被保険者との関係における公法上の債権債務関  

係と考えられるが、窓口払における関係は◆、法第42条第1項の規定に基づいて、法  

律上の原因による療養取扱機関の開設者と被保険者との間の債権債務関係と解す  

べきである。法第42条第2項の規定により、「善良な管理者と同一の注意」を果した  

療養取扱機関の請求に基づく保険者の処分関係も、債権債務関係の当事者として  
の保険者ではない。  

減免または徴収猶予の措置を受けなかった被保険者、つまり法律で定める減免  

または徴収猶予の措置を受けるべき特別の理由のない者、さらに言い換えれば二  

鞄蜘部負担金を窓口で支払わなし、  

堤金は、明らかに被保険者の作為、怠慢その他被保険者の人格的事由として通常  

その被保険者の責めに帰すべき事由であると考えられるから、保険者が他の全被  

保険者の拠出金である保険料を基にして、診療報酬外の金銭給付の責めに任ずる  
ことはないのである。   

しかし、単に被保険者の人格的非難事項として処理するには、国民健康保険制度  

のような社会的制度としては不備といわなくてはならず、そのため当面の当事者であ  

る療養取扱機関にも公法上の責任ないし義務を遂行してもらうこととし、一方保険者  

としても最大限可能なことをしてもらうことが必要であると考えられた。これを制度化  

したのが法第42条第2項の規定である。   

療養取扱機関の注意義務の挙証責任は療養取扱機関にあり、そしてその認定権  

限は保険者にある。  
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＜健康保険法関係＞  

健康保険法（大正十一年法律第七十号）（抄）   

（一部負担金）  

第七十四条 第六十三条第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を   

受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第   

七十六条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た   

額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。   

一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十   

ニ セ十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合（次号に掲げる場合を除く。）百分  

の十   

三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところによ  

り算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十  

2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金（第七十五条の二第一項第一号の措置   

が採られたときは、当該減鋲された一部負担金）の支払を受けるべきものとし、保険医療機関   

又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかか   

わらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないとき蛙L   

嘩険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金   

の例によりこれを処分することができる。  

第七十五条 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担   

金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があると   

きは、これを十円に切り上げるものとする。  

（一部負担金の額の特例）  

第七十五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険   

者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定lこよる一部負担金を支   

払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。   

ニ ー部負担金を減監壬る⊆と」   

三 二馳負捏全史星払皇亀医王金主と∴   

圭 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収すること  

とし、その徴収を猶予すること  

2 前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず、前項第一号の   

措置を受けた被保険者にあってはその減醸された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局   

に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担   

金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。  

3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。  
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（療養の給付に関する費用）  

第七十六条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うもの   

とし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に閲し保険者に請求することができる費用の   

額は卿こ閲し被保険者が当該保険医療   

機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控M   

とする。  

2 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するも   

のとする。  

3 保険者は、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局   

において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項   

の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。この場合にお   

いて、保険者が健康保険組合であるときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  

生 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったとき   

は、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに瞑   

審査の上、支払うものとする。  

5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法  

（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報酬支払基金（第八十八条第十一項   

において単に「基金」という。）又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保   

険団体連合会（第八十八条第十一項において「国保連合会」という。）に委託することができる。  

6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請   

求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。  
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健康保険法における一部負担金及び保険者徴収について  

経緯（「健康保険法の解釈と運用」より）  

○昭和32年  

一部負担金の支払いは「保険医療機関へ支払ウベシ」とされ、国保法の改正   

に先立ち、法律上、窓口払の規定が整備された。しかし、国民健康保険法と違   

い、未払一部負担金に対する保険者徴収の規定を整備することはなかった。  

○昭和55年の法改正  

保険医療機関または保険薬局の一部負担金の受領義務を明定するとともに、   

その義務を尽くしてもなお一部負担金の支払いがない場合には、保険医療機関   

の請求により、保険者が未払いの一部負担金を徴収すべき旨の規定（保険者徴   

収）が置かれた。  

○昭和59年の法改正  

保険薬局に対してもー部負担金の支払いを要することとなったことにともない、   

保険者徴収の規定が保険薬局の請求に基づいても適用される旨の改正が行わ   

れた。  
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0保険医療機関等に関する規定等  

健康保険法（抄）   

（保険医療機関又は保険薬局の指定）   

第六十五条 第六十三条第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは  

診療所又は薬局の開設者の申請により行う。   

2～4（略）   

（保険医療機関又は保険薬局の責務）  

第七十条 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保   

険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚   

生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定め   

るところにより、療養の給付を担当しなければならない。  

2（略）  

【解釈】  

・健康保険法第六十五条の解釈（「健康保険法の解釈と運用」より）   

この公法上の契約は、病院、診療所または薬局は、一定の療養の給付の担当方針等に従  

い、政府および健康保険組合のいずれの保険者に属する被保険者に対しても、療養の給付を  

行い、一方、その対価として診療報酬を請求しその支払いを受けるという双務契約であると解  

する。  

・健康保険法第七十条の解釈（「健康保険法の解釈と運用」より）   

この条は、保険医療機関または保険薬局の責務を明らかにしたものである。保険医療機関  

または保険薬局の責務は、保険医および保険薬剤師をして、厚生労働省令の定めるところに  

従い、診療または調剤にあたらせることおよび自らも厚生労働省令の定めるところに従い、療  

養の給付を担当することである。  

※厚生労働省令とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第   

十五号）及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）  
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保険医療機関及び保険医療養担当規則（抄）  

（昭和三十二年厚生省令第十五号）   

（一部負担金等の受領）  

第五条 保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規   

定による一部負担金、法第八十五条に規定する食事療養標準負担額（同条第二項の規定に   

より算定した費用の鎮が標準負担額に満たないときは、当該費用の嶺とする。以下単に「食事   

療養標準負担額」という。）、法第八十五条のこに規定する生活療養標準負担額（同条第二項   
の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とす   

る。以下単に「生活療養標準負担額」という。）又は法第八十六条の規定による療養（法第六十   

三条第二項第一号に規定する食事療養（以下「食事療養」という。）及び同項第二号に規定す   

る生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）についての費用の額に法第七十四条第一項各   

号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額（食事療養を行った場   

合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行った場合においては生活   

療養標準負担額を加えた額とする。）の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項、   

第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算   

定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される   

額lこ相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。  

2（略）  

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（抄）  

（昭和三十二年厚生省令第十六号）   

（患者負担金の受領）  

第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規定によ   

る一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条   

第一項各号に掲げる場合の区釧こ応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、   

被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算   

定の例により算定された章用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される   

嶺（同条第二項第一号に規定する額に限る。）に相当する額を控除した額の支払を受けるも   

のとする。  

2（略）  
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○一部負担金減免に関する取扱い通知等  

一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の⊥部負担金  

の取扱について（抄）  

（昭和三四年三月三○日保発第ニー号各都道府県知事あて厚生省保険局長通知）   

国民健康保険法（以下「法」という。）第四四条第一項の規定による一部負担金の徴収猶予及  

び減免並びに同法第四二条第二項の規定による一部負担金の取扱いに関しては、左記による  

こととしたから保険者において被保険者に対する周知徹底をはかるとともに、保険医療機関若し  

くは保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）との連絡を保ち、その適正な実施を期すよう特  

段の配慮をわずらわしたい。  

記  

第一 一部負担金の徴収猶予及び減免   

－ 一部負担金の徴収猶予  

保険者は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又は組合員（以下「世帯主  

又は組合員」という。）が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となつ  

た場合において必要と認めるときは、その者に対し、その申請により、六箇月以内の期間を  

限って、一部負担金の徴収を猶予するものとすること。この場合において当該世帯主又は  

組合員が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保  

険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収  

を猶予することができること。   

1震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又  

は資産に重大な損害を受けたとき。  

2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により  

収入が減少したとき。  

3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。  
4 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。   

ニ ー部負担金の減免  

保険者は、世帯主又は組合員が－の各号のいずれかに該当したことによりその生活が  

著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その申請によりその者に対  

し、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができること。   

三 前記一及びこの場合における生活国難の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実  

態等に即して適正に実施するよう配慮すること。   

四 申請  

一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対  

し、様式第一による申請書を提出しなければならないこと。ただし、徴収猶予については、  

急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができ  

るに至った後、ただちにこれを提出しなければならないこと。   

五 証明書の交付又は通知  
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（－）保険者は、法第四四条第一項の規定により、一部負担金の徴収猶予又は減免の決  

定をした場合は、すみやかに、様式第二による証明書を申請者に交付するものとするこ  

と。   

（二）一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が保険医療機関等について療  

養の給付を受けようとするときは、（－）の証明書を被保険者証にそえて当該保険医療機  

関等に提出しなければならないこと。   

六 徴収猶予及び減免の取消   

（－）、保険者は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場  

合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予  

を取り消し、これを一時に徴収することができること。  

1徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不  

適当であると認められるとき。  

2 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。   

（二）保険者は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある  

場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消すものと  

すること。この場合において被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたも  

のであるときは、保険者は、ただちに、減免を取り消した旨及び取消の年月日を当該保  

険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減  

免によりその支払を免かれた額を当該保険者に返還させるものとすること。  

第二 保険医療機関等の一部負担金の取扱   

一 徹収猶予証明書の事後提出の場合  

保険医療機関等が、緊急やむを得ない場合で、第一診療日に徴収猶予証明書を提出で  

きない被保険者の療養を取り扱うときは、その者が事後に徴収猶予証明書を提出すること  

を署名確認せしめた上一部負担金を支払わせないものとし、被保険者が徴収猶予証明書  

を、第二診療日までに提出しないときは、保険医療機関等から保険者に連絡し、その者に  

対して徴収猶予の申請がなされ、かつ、証明書を発行されるかどうかを確め、徴収猶予の  

該当者でない場合は、一部負担金を支払わせるものとすること。   

二 善良な管理者と同一の注意  

保険医療機関等が法第四二条第二項の規定による保険者の処分を請求しようとすると  

きは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意をもって被保険者か  

ら一部負担金の支払を受けることにつとめたことを証明しなければならないこと。この場合  

における善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関等の開設者という地位にある者に  

対し一般的に要求される相当程度の注意事務をいうものであり、当該義務がつくされたか  

どうかの認定は、義務者の主観的、個人的事由を考慮して行われるものではなく、客観的  

事情に基き、具体的ケースに即して行われるものであるが、次の各号に掲げるような場合  

は、当該注意義務をつくしたものとは認められないものであること。   

1療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。  

2 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。  

3 再診の場合に、催促しないこと。   

三 保険者の処分  
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（－）法第四二条第二項の規定による処分の請求は、保険医療機関等が善良な管理者と   

同一の注意をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者がその支払   

をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、その一部負担金の支払義務が発生し   

た日から起算しておおむね二箇月を経過した後、行うものとすること。  

（二）保険者は、保険医療機関等から（－）の請求を受けたときは、各保険医療機関等の請   

求を審査し、すみやかに地方自治法第二三一条の三文は法第七九条から第八○条まで   

の規定の例により当該請求に係る処分を行ったうえ、保険医療機関等に対して当該処分   

に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとす   

る。  
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健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて（抄）  

（昭和五六年二月二五日保険発第一○号・庁保険発第二号  

各都道府県民生主管部（局）長あて厚生省保険局保険課・社  

会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知）   

健康保険法等の一部を改正する法律（昭和五五年法律第一○八号）等の施行については、厚  

生事務次官並びに保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、これらの通知に  

よるほか、次の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。   

なお、貴管下の健康保険組合においてもこれに準じて取り扱われるよう周知指導方につき、  

特段の御配意を願いたい。  

第一（略）  

第二（略）  

第三 未払一部負担金の保険者徴収に関する事項  

1保険医療機関から保険者に対し、未払一部負担金の処分を請求があった場合、保険者  

は保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金の支払いを求めたこと  

を確認のうえ当該請求を受理するものであること。  

この場合において、善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関の開設者という地位  

にある者に対し、一般的に要求される相当程度の注意をいうものであり、その確認は、例え  

ば、内容証明付郵便により支払請求を行った等の客観的事実に基づき行うこと。   

2 保険医療機関からこの処分の請求を受ける場合には、次の事項を記載した請求書を提出  

させること。また、その請求書には保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって一  

部負担金の支払いを受けるよう努めた事実を示す書類を添付させること。   

（1）保険医療機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名   

（2）被保険者の氏名及び住所並びに被保険者証の記号番号   

（3）当該請求の原因たる一部負担金に係る療養の給付が行われた年月日及び収容があ  

る場合は、その期間並びに当該一部負担金の額及びその内訳   

3 保険医療機関からの請求に基づき行う納入告知、督促、滞納処分は徴収金の例によるも  

のであり、収納された現金は歳入歳出外現金として取り扱うこととし、収納された金額を当  

該保険医療機関に交付するのであること。  

第四（略）  

第五（略）  
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健康保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて  

（平成18年9月14日保保発第0914003号健康保険組合理事長  

あて厚生労働省保険局保険課長通知）   

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）の一部及び健康保険法  

施行規則等の一部を改正する省令（平成18年厚生労働省令第157号）が平成18年  

10月1日から施行されるところであり、健康保険法（大正11年法律第70号。以下「健保法」とい  

う。）第75条の2第1項又は船員保険法（昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。）第28  

条ノ3ノ3第1項の規定による一部負担金、保険外併用療養費及び訪問看護療養費に係る自己  

負担額の徴収猶予及び減免並びに健保法第110条の2第1項及び第2項又は船保法第31条  

ノ2ノ2第1項及び第2項の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養真に係る自己負担額  

の徴収猶予及び減免の内容については、平成18年6月21日保発第0621003号及び平成18年  

9月8日保発第0908006号において示されたところであるが、その具体的な取扱いについては下  

記によることとしたので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。  

記  

1 一部負担金等の徴収猶予   

保険者は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財   

又はその他の財産について著しい損害を受けたこと（2において「減免事由に該当したこと」と   

いう。）により、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申   

請により、6ケ月以内の期間を限って、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額（食   

事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。）、訪問看護療養費に係   

る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額（食事療養標準負担額又は生活療養標準負担   

額に相当するものは除く。）又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額（以下「一部負担金   

等」という。）の徴収を猶予するものとすることができること。この場合において、当該被保険者   

又はその被扶養者（以下「被保険者等」という。）が、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問   
看護事業者（以下「保険医療機関等」という。）に対して当該一部負担金等を支払うべきもので   

あるときは、当該被保険者等の当該保険医療機関等に対する支払に代えて、保険者が当該   

一部負担金等を当該被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる   

こと。  

2 一部負担金等の減免  

保険者は、被保険者が減免事由に該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合   

において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により当該被保険者及びその被扶   

養者に係る一部負担金等を減額し、又はその支払を免除することができること。  

3 前記1及び2の場合における生活困難の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実態   

等に即して適正に実施するよう配慮すること。  
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また、前記1及び2の取扱いは、財政運営に与える影響を考慮した上で、各保険者の判断  

により弾力的に実施すること。  

4 申請  

一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対   

し、申請書（別紙様式1参照）を提出しなければならないこと。  

5 証明書の交付  

（1）保険者は、健保法第75条の2第1項又は健保法第110条の2第1項若しくは第2項の  

規定により、一部負担金等の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、速やかに証明書（別  

紙様式2参照）を申請者に交付するものとすること。  

（2）一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、保険医療機関等について療  

養の給付、保険外併用療養真の支給、訪問看護療養費の支給、家族療養費の支給又は家  

族訪問看護療養費の支給（以下「療養の給付等」という。）を受けようとするときは、（1）の  

証明書を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならないこ  

と。  

6 保険医療機関等における取扱い  

（1）証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に健康保険  

被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合、一部負担金等を減額された者は減額さ  

れた一部負担金等を支払えば足り、一部負担金等の支払を徴収猶予又は免除された者は  

一部負担金等の支払を要しないものであること。  

（2）証明書の提出を受けた保険医療機関等は、徴収猶予又は減額若しくは免除された一部  

負担金等の支払を受けることを要せず、当該一部負担金等相当額については審査支払機  

関に請求するものであること。  

7 徴収猶予及び減免の取消  

（1）保険者は、一部負担金等の徴収猶予の措置を受けた者が次のいずれかに該当する場  

合においては、その徴収猶予をした一部負担金等の全部又は一部についてその徴収猶予  

を取り消し、これを一時に徴収することができること。   

① 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不  

適当であると認められるとき。  

② 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。  

（2）保険者は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金等の減免を受けた者がある  

場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金等の減免を取り消すものと  

すること。この場合において当該被保険者等が保険医療機関等について療養の給付等を  

受けたものであるときは、保険者は、ただちに、減免を取り消した旨及び取消の年月日を当  

該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者等がその取消の日の前日までの問  

に減免によりその支払を免がれた額を当該保険者に返還させるものとすること。  
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